
（　教職員　・　学生　）

　※個人番号（マイナンバー）をご提出いただく対象者は以下の方です。
・ 所得税法上の扶養親族
・ 社会保険または国家公務員共済組合の扶養親族

※扶養親族のマイナンバー関係書類（マイナンバーカードの写し等）の提出は不要です。

◎配偶者

◎配偶者以外の扶養親族
氏名

扶養親族の個人番号（マイナンバー）提出届

本人氏名

個人番号（マイナンバー）続柄 生年月日

私の親族の内、国家公務員共済組合の扶養親族や所得税法上の扶養親族に該当する者は、
以下のとおりです。

職員番号
（学籍番号）

※扶養親族のいる方のみご記入の上、ご提出願います。

氏名 続柄 生年月日 個人番号（マイナンバー）


